
都市公園ネットの連絡事例 
 

都市公園で、次のようなことがありましたら、ぜひご連絡ください。 

 
 

・公園内に不審物が置いてある（不法投棄含む） 

 

・公園内に不審者がいる 

 

・公園内に長期間不審車両が駐車している 

 
 
・公園内に明らかな異常箇所がある 
（遊具に不具合がある、フェンスが倒れている等） 
 

・公園内の外灯が切れている 

・公園内のことで何か要望したいことがある 

 
 

上記以外でも、お気付きのことがありましたらご連絡ください。 
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